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人材育成奨学計画（JDS）の概要

独立行政法人国際協力機構（JICA）

1.背景・経緯                                       

「人材育成奨学計画」は、日本政府の｢留学生受入 10 万人計画｣を契機として、開発途上国の市

場経済への移行等を支援するため、1999 年度に開始した。

なお、名称について当初は「留学生支援無償事業」で実施し、2007 年には「人材育成支援無償」

に変更したが、2015 年度より、国ごとの交換公文（E/N）の案件名として使用してきた「人材育成

奨学計画」に呼称を統一することとなった。

2.目的                                         

本事業は、対象とする開発途上国の政府中枢において政策決定に携わることが期待される若手

行政官が、本邦大学院における学位（修士号および博士号）取得を支援することにより、対象国

の重点開発課題に関する施策・取組の進展及び対象国との人的ネットワークの構築を図り、もっ

て二国間関係及び取組の強化に寄与する。

3.JDS の主な特徴                                     

（1）主に行政官が対象。

（2）対象課程は、「修士課程」及び「博士課程（2016 年度から募集開始）」。

（3）対象国の援助重点分野・開発課題に基づき、対象分野、募集対象機関、受入大学等を原則

   4 期分継続して実施する1（協力準備調査で、原則 4 期分の計画を作成する）。

ただし、毎年度閣議請議の上、E/N および G/A 締結が必要。

（4）対象国の開発課題のニーズに応じたプログラム実施のため、JDS 特別プログラム予算が措置

されており、受入大学は来日後在学中のみならず、事前学習及び事後フォローに活用可能。

（5）先方政府側代表機関が実施機関となり、先方政府側と日本政府側で運営委員会を組織してプ

ロジェクト実施方針を検討する。また、先方政府実施機関と契約する実施代理機関（エージ

ェント）が、留学生の募集選考から来日、帰国までに至る一連の手続き業務を担う。

【例】4 期分の計画

4.対象国及び規模の推移（別添 1 参照）                          

事業開始当初はアジアの市場経済移行国を主な対象とし、その後対象国を中央アジア、東南ア

ジア、南アジア、アフリカ、中南米、欧州および大洋州に拡大し、現在 25 ヵ国にて実施中。

1 協力準備調査で 4 期（4 年度毎年の来日）分の計画を策定し、4 期継続して（足掛け 8 年間）プロジェクトを実施す

る。



2

5.留学生対象分野（各国の対象分野については別添 2 参照）              

留学生の対象分野は法律、経済、行政といった社会科学系の分野を中心として、各国に対する

国別援助方針の枠組みとの整合性を保ちつつ、政策能力強化、二国間関係強化および外交的貢献

の観点で本事業による協力が極めて有効と考えられる分野/開発課題と募集対象機関等を設定し

ている。

6.実施体制                                       

（1）実施機関： 対象国政府の JDS 担当省庁。事業運営管理を行う。

（2）日本の外務省： 対象国及び上限人数（予算）等を決定する。

（3）運営委員会： 先方政府、日本国大使館、JICA 現地事務所で構成される運営委員会が、主に

①実施方針、②スケジュール、③対象分野、④募集対象機関、⑤受入大学、⑥選考方法、⑦

留学候補生を検討し、決定する。

（4）受入大学： JICA が行う受入大学要望調査時の大学からの提案を基に、運営委員会で受入大

学を最終決定する。JDS 独自の募集選考方法への協力も求められる。

（5）実施代理機関（エージェント）： 先方政府と契約を締結し、留学生の募集選考支援ならびに

来日準備、来日中のモニタリング、帰国準備等に係る業務を行う。

（6）JICA（本部）: 協力準備調査の計画/実施、大学要望調査、事業の実施監理、予算管理等を

行う。

7.留学生選考方法                                   

主に以下の 3 段階の選考により留学候補生が選出される。

① 1 次審査：書類選考（受入大学において JDS 専用出願書類を用いて実施）

② 2 次審査：面接試験（受入大学教員が現地に出張し専門面接を実施）

③ 最終審査：面接試験（運営委員会が現地で総合面接を実施）

④ 最終候補者決定：運営委員会による最終候補者の承認・決定

(※1 次審査と並行して、基礎学力確認のための英語及び数学試験も実施)

8.大学に支払われる経費                                

検定料、入学金、授業料、現地面接時の渡航費・宿泊旅費（各研究科 1 名分）、その他（特別プ

ログラム実施等に係る経費）

9.留学生の待遇                                   

文部科学省国費留学生と同額の奨学金を支給（その他諸手当等については、JICA 長期研修員

に準じる）
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別添 1
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別添 2
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